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は じ め に

シンガポールの工業化はEDBが設立された1961年に始まったと考えてよかろう｡ しか し,

最初の数年間はマレーシアとの併合 ･分離とい う問題のため,工業化政策を途中で変更 しなけ

ればならず,円滑に行かなかった｡ マレ-シアの-州としてであれば輸入代替政策に基づ く工

業化は可能であったし,事実それに従 って投資が奨励された｡ しか し,1965年8月, 1年11カ

月のマレーシア期間後,シソガポ-ルはマレ-シアと分離 し,独立国として誕生 した｡これに

より,マレーシアとの共同市場成立は事実上不可能とな り,小 さな国内市場という-ソデ ィキ

ャップを克服するための輸出指向型工業化が唯一の活路となったのである｡

1967年以降のシンガポールの工業化のテンポは急速なものであった｡次の5年間に製造業部

門の付加価値は年平均23.0%,工業製品の輸出は23.6%,雇用者数は22.9%増加 したが,このよ

うな急速な成長はアジアでは他に例がない｡ 日本は製造業部門で1965-1972年F和こ年平均16.6

%の付加価値の増加を見たが, これは同期間のシソガポ--/レの年平均増加率22.5%よりもかな

り低い｡台湾の場合,製造業部門の付加価値は日本よりも急速な増加率を示 したが,最もその

率の高い1965-1972年間で見ても19.6%にとどまり,シンガポール ようも約 3%低い｡韓国お

よび最近のマレーシアの工業化は目覚ましかったが,台湾の19.6%には及ばず,従 って,マレ

ーシアか らの分離後のシンガポールの工業化の速度よりかな り遅いとい うことになる｡1)

*京都大学東南アジア研究センタ-

1) 日本,台湾,韓国,マレーシア,シンガポールの資料の出所は次の通り｡ 日本 :『国民所得統計年報』,
台湾 :TaiwanStatisticalDataBook,韓国 :KoreaStatist∫calYearbook,マレーシア:Mid･Term
RevicwoftheSecondMqldySiaPlan1971-1975,シンガポール :YearbookofStatistics.なお,付
加価値の増加率には物価の上昇率が含まれている｡実質化した場令,シンガポールの物価上昇率が1962

-1972年間に年率平均1%強と他の国よりもかなり低いので,付加価値増加率の格差は名目上の場合よ
り大きくなると思われる｡
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シンガポールはこのように急速な工業化を達成 したのであるが, 問題は外資系企業が重要な

役割を果た したとい うところにある｡2) 本稿では最大の投資国である米国の対 シソガポ-ル投

資の実態について述べ ることにする｡ ここでは投資理論の適用可能性についての検討,あるい

は現状分析か らの投資理論-の接近を直接の目的としてほないが, この方向での研究に本稿が

いささかで も役立てば幸いであるO3)

廿 時間的パターン

表 1に外国投資の過去の

パ ターンが国別に示されて

いるが,それか ら明らかな

ように,米国の対 シンガポ

ール投資は最初小規模なも

のであった｡1967年末 まで

は,熱帯産品を加工 しそれ

を本国に持ち帰ることを 目

的 とした投資および東南ア

ジア市場の拠点をシソガポ

-ルに設置することを 目的

としたものが圧倒的に多か
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資料 :EDB,Reporton AnnualSurvey of Manufacturing
Aciivity.

注 :数字は外国企業が所有する粗固定資産額 (土地代を除く)を表

わす｡合弁の場合は出資比率を用いて投資額が国別に振り分け
られている｡

った｡ 日本のその当時の投資の動機 と比較 して顕著なことは, 日本の企業がマレーシア共同市

場を期待 してシンガポールに約10社が進出したのに対 し, 米国の企業はそれにあまり大 きな関

心を示さなかったとい うことである｡4)マ レ-シアの人 口は約1,000万人で,近隣諸国と比較す

ると少ないが,一人当 り所得はかな り高 く, 国内の購買力はタイ, フィリピンに匹敵するもの

であった｡5)輸出依存度の高い 日本企業にとって, マレーシア市場の確保 ･売上げの伸展は重

要なことであったと思われ るが, 米国企業の中でマ レーシア市場を主たる目標 とした企業進出

は極めて少なかったのである｡

2) 文献11)および 23)参照｡

3) シンガポールにおける米系企業のリス トを文献21)から得て,各企業について会社登記局で調査 し
た｡同時に他の外資系企業および約200の民族系企業について調査したが, これらについては別の機会

に報告する｡詳細については文献23)参照｡なお,韓国 ･台湾 ･香港の米系企業については後述するが,

韓国については文献20)を基礎資料とし,台湾 ･香港については文献3),4)および米国大使館 ･公使

館の内部資料が主たる情報源である｡欠けている情報については関係者とのインタビューで補足した｡

4) シンガポール-の日本の企業進出の時間的パタ-ンの詳細については文献5)を参照｡
5) 1963年のGDPはマラヤとシソガポールが30億USドル,タイが33億USドル,フィリピンが48億US

ドルであった｡
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1967年末まで日本よりも小額であった米国の投資は, それ以降急速 な テンポ で 上昇 した｡

1969年には最大投資国とな り,1972年末には英国 ･オランダの2倍強, 日本の6倍強の投資額

を有する国とな-)たのである｡ このような多額の投資は1967年までのパタ-ソとは異な り,栄

国企業がシソガポ-ルを世界戦略の一拠点としたところに原因があるO

この期間に最多額の投資を行な一-'た0_)は石油会社である01950年代には燃料タンク建設に伴

{)Caltexの投資があ り,また Mobilは1966年までに石油精製所を建設したが,これ らは1968

年以降の投資と比べ微々たるものであ-,た｡6) Mobilの精製所は当時 1日27,000バ レルの精製

能力 しか有せず,国内および近隣諸国の市場に供給する程度のものであった｡ しかし,1968年

Essoが進出する頃か らシソガポ-ルの性格が変わ り, 香港 ･日本など急速に成長 している市

場-の供給基地をシンガポールに設立することになったのである｡1971年には 1日81,000バレ

ルの能力を持つ Esso精製所が操業を始めたが,Essoはそれ以後も生産規模を拡大 し,1973年

現在 1日181,()00バレルの精製能力を有するまでになった(｡Mobilも同時期に規模を拡大 し,

1973年末現在の精製能力は 1日175,000バ レルであった｡ このような大規模な石油精製所の建

設は1970-1973年間に石油会社の投資額を約 3倍にし,1973年末現在での投資額は 7億Sドル

を超えるものと推定される｡7)

他方,電気機器部門に対する米国の投資は1968年以降に活発となった｡1960年代後半,日本

･ヨ-ロッパか らの競争に対拠するため香港に進出していた米国企業が,投資環境の悪化のた

め他の国での生産拡大を決定 し, シソガポ-ルが代替基地として浮かび上がったため, この部

門での投資が急速に伸びたのである｡8)米国企業は最初,台湾 ･韓国での生産を伸ば し, シン

ガポールは考慮の対象にな らないのではないかと当局は心配したようであるが,EDBの熱心

な勧誘とシソガポ-ルの投資環境のよさに引きつけ られて,1968年に初めて米国企業の進出が

決定 された｡同年 Teledyne,InternationalTechnology,NationalSemiconductor,Texas

lnstrumentsがシンガポールに子会社 (100%出資の現地法人) を設立 し, 1972年末 までにほ

25の米系企業が設立された｡ これに伴い投資額は急速に伸び,1973年末までには約 1.9億Sド

ルの投資が行なわれたと推定される｡9)

∬ 特 徴

1.米国投資の特徴の一つは特定の産業部門に集中しているとい うことである｡1973年末現

6) 石油精製所の建設は Shellが最も早く,1967年には1月の精製能力は約15万バレルに達していた｡ベ
トナムへの石油の輸出の主力を Shellが担ったのである｡1974年現在の精製能力は日産55万バレルであ
る｡

7) AmericanEmbassy,Singapore,''AmericanInvestmentinSingapore,"May,1974･

8) この点については後に詳述する｡
9) 注 7)に同じ｡
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荏,米国投資額の約64%は石油部門に投資されていた｡10' このような高い集申度を示す国は他

にない｡香港の対 シソガポ-ル投資における繊維部門-の集廟 封土かなり高いが,それでも50

%弱である｡ また,日本の投資が造船部伸 こ集中しているといわれるが,その集中度は約30%

で香港の繊維部門-の集Ff二噛三よりも低い｡米国投資の場合,電気機器部門-の集中度が約14%

で,石油部門との合計では約80%となる. 香港の繊維部門以外の投資は分散してお り, 2部門

への投資集中度は合計55%前後と推定される(つH本の投資は電気機器部門への集中度がかな り

高 く,造船部Pljと合計すると集申度約52%となる｡ Lか し,これは米国の 2部門集中度には及

ばない ｡11'

2.表 2には米国が最多株主となってい

る60社の産業別分布が示されている｡ 数の

面か らすると,電気機器部門への25社の集

中が顕著である｡その部門の中でも,完成

品よりも電子部品メーカーの多いことは注

目に値する｡ 他の先進国と比較すると,採

油関連部門-の米国の企業進出は異色であ

る｡ この部門-の他国の進出は皆無である

が,これは米国の技術が進んでいるとい う

ことによってある程度説明されるかもしれ

ない｡ しか し,以前か らこの地域で採油に

従事 している会社の多 くが米国企業で,こ

れ らの企業 との過去における関係か ら,探

池の関連部門の企業進出が始まったと考え

られる面もある｡12) 日本の進出部門と比較

してみると,織経 と造船における差違に特

色がある｡ 日本の場合,繊維部門-の進出

は電気機器部門に次いで多いが,米国のこ

の部門の進出は皆無である｡ 造船の分野で

は日系企業は大型船舶の建造 ･修理を行な

っているが,そのような米系企業は存在 し

表2 米系企業の産業別分布

産 業

食料品･飲料水 ･タバコ

化 学

基 礎 産業用 薬 品
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探 油 関 連 機 器
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電

成 晶
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注 :かっこ内は創始産業の指定を受けている企
業数を表わす｡

ない｡ これ らのことは 技術格差が企業進出と関連性を 持 っていることを示していると思われ

る｡

10) 注 7)に同じ｡
ll) 本稿における日本の投資に関するデータは文献5)を参照のこと｡
12) この地域で探油に従事している企業名については文献15)参照｡

492



吉原 :S'},ガポ-)レの工業化と米系企業

3･米国人および米国企業が最多株主である企業数は60であるが, これは他の先進国と比較

して特に多いとはいえない｡ H本が57,英国が59で大差ない｡それにもかかわ らず,米国の投

資額が日本の6.3倍,英国の2.3倍とい うことは,平均投資額が他の先進国よりも大きいことを

示している｡

その理由として,石油精 製 部門-の巨大な投資が挙げられ,それを除くと米国投資の平均規

模は必ず しも大きくはないといわれる｡ しかし,英国の投資額からShellの投資を差 し引き,

米国について同じ作業をしたとしても,米国の平均投資額 が 大きいことには変わ りはない｡13'

また日本との比較においても同じことが言え,石油部門-の投資を差し引いた1972年末現在の

米国の平均投資額は日本の2倍強であったと推定される｡

4.創始産業の指定を受けているものが米系企業の中で多い ｡60社中40社がその指定を受け

ているが,これは絶対的にも相対的にも他の先進国より多い｡例えば,日本の場合57社中創始

産業の指定を受けているのは24社,英国の場合59社rF128社である｡ 電気機器部門における米系

企業の創始産業指定比率は特に高 く,25社中22社がその指定を受けている｡ これを同部門にお

ける日系企業の比率と比較すれば,格差はさらに顕著になる｡ それではなぜ比較的多くの米系

企業が創始産業の指定を受け得たかとい う疑問が生 じる｡14)

英系企業の場合は輸入代替的投資で,多くはマレ-シアか らの分離前に設立された｡その反

面,米系企業の多くが最近設立されたもので,輸出指向型であるということが創始産業指定率

を高めている原因であると思われる｡ しかし,日本企業の中で1969年以降設立されたものの多

くも輸出指向型で,特に電気機器部門における投資は輸出指向型のものであった｡ この中には

創始産業の指定を受けているものもあるが,その比率は米系企業と比べてかなり低い｡ この格

差を説明する要因は幾つか考えられるが,輸出指向型の企業進出が日本に比 して早 く,シソガ

ポ-ル政府との交渉において有利な立場に立ったということが一つの重要な要因と思われる｡

電気機器部門について比較 してみると, 日本の場合,低賃金労働者を求めての投資は1970年に

ようや く活発になって来たのであるが, これは米系企業の進出に2, 3年遅れている｡ 電子部

品部門は労働集約的で, シソガポ-ル政府は失業問題を克服するためにこの部門への外国投資

の勧誘に特に熱心であったが, 日本の投資が始まる頃には失業問題の深刻さもかなり低下し,

工業化政策が労働集約的産業から技術集約的産業の育成へと変わ りつつあった｡15)急速な進歩

13) EDBの国別投資額は固定資産への投資額であるが,合弁の場合は持株比率によって振り分けられて
いる｡SIlellの場合は合弁ではないが株の40%を英国の会社,60%をオランダの会社が所有しているの
でこの比率で Shellの投資が振り分けられている｡英国の会社名は "ShellHTransportandTrading
Co.,オランダの会社名は RoyalDutchPetroleumCo.である｡

14) 創始産業に指定されると,5年間の免税および他の優遇措置を受けることができる｡
15) 1965年の失業率は12.3%であったと推定されている (文献8)｡その後失業率は低下したが,1968年

の始めに発表された英軍の早期撤退は失業率を再び高めるおそれが強かった｡1965年英軍の支出は国民
総支出の20%を占め,3万人の労働者が基地で働いていた (文献16,p.384)0
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を遂げたシンガポールの工業化の下では 2,

る｡

5.表 3には米国の直接投資 (株式投資)

の分布が示 されている｡ 少数株式参加を含め

ると67の米系企業があるが,全直接投資額は

1973年 6月時点で2.48億Sドルであった｡同

時点で 日本の直接投資額は1.36億 Sドルであ

ったが,直接投資額では米国のそれは 日本の

2倍に満たない｡ しか し,表 1に示されてい

る全投資額では米国は 日本の約6.3倍である｡

とい うことは,米国の投資の中で直接投資が

占める比率が低いとい うことである｡

米国の投資額は1972年末で8.61億 Sドルで

あったのであるか ら,直接投資の占める比率

は約29%であったとい うことになる｡ 日本の

3年の遅れはかな り大 きな意味を持 ったと思われ

表3 米国の直接投資寵の分布

直接脚 (1'000Sニ 〔L L至堅

100_ 299 ! 1;

300- 499 2

500- 699 4

700- 999 7

1,000- 2,999 1 7

3,000- 4,999

5,000- 9,999

10,000以上

計

5

7

5

67

投資窺合計 (1,000Sドル) t 248･530

百三:67社のうち,米国が最多株主である米系

企業は60社,残 りは少数株式参加｡

場合,1972年末の全投資額は表 1によれば,

1.37億Sドルであったが, これは次の半年でかな り増加 したものと思われる｡16) そ こで,直接

投資の全投資額におけ る比率は明白ではないが, 日系企業の決算書が得 られる範囲内で検討 し

て見ると, 全資本額の中での直接投資の占め る割合が 高いとい うことに 間違いない｡ そ の反

面,米系企業における直接投資の占める比率は低い｡17)

表 3に10万Sドル未満の直接投資が 9件あるが, これはすべて子会社-の投資であって,そ

のほ とん どが電子部品メーカーである｡ 最 も極端な例は,払込資本金が全資本額の 1%にも満

たないものがある｡ では,米系企業の直接投資比率を低める原因は何であろ うか｡

一つの理由は,1965年か ら実施に移された米国の投資規制であったと思われる｡ そのため,

米国企業は海外での事業を拡張す る場合,借入金に依存せ ざるを得な くなったと考えられる｡

しか し,発展途上国に対す る規制はかな り緩 く, これが主たる原因だとは思えない｡子会社で

直接投資の重要性が特に低いとい うことは別な要因 が よ り重要であったと考え られるのであ

る｡

そ こで,米国における税制に注 目しなければな らない｡ 米国は原則 として発展途上国と二重

16) 直接投資麓の推定時点が1973年中頃,全投資麓の推定時点が1972年末で若干相違がある｡米国の全投
資筋も半年間に増加したと思われるので,29%は上限ということになるO 日本の場合,半年間の差を考

慮しないと,固定資産-の投資がすべて直接投資で賄われたということになる｡銀行および親会社から

の借入金もあるので,半年間の直接投資の伸びがこのような結果をもたらしたと考えられる0

17) 同じ点がオース トラリアにおける米系企業についても指摘されている (文献9)0

494



青原 :ジンガポ-JL,の工業化と米系企業

課税防止協定を締結 していないため, シンガポール等発展途上国で免税の恩典を 得 た と して

も,利潤を米国に持ち帰った場合に課税対象となる.18) そこで米国企業の海外戦略として考え

られることは,利潤を海外に残 してお くとい うことである｡ 海外での子会社設立当時は親会社

･関連会社 ･銀行か らの借入金に主として頼 り,利潤が高まるにつれてそれを積み立てて,そ

の分だけ借入金を返済すれば税負担はゼロになる｡ このための条件は税免除の恩典を受けてい

るとい うことだけでなく,その期間中相当な利潤が生 じるのでなければ意味はない｡ しか し,

子会社の場合,親会社あるいは関連会社 との取 り引きが主たるもので,価格を操作することに

よって全体の利潤を税免除を受けている子会社に集中することは不可能ではないのである｡ 最

も極端な例はある有名な米国の部晶メ-カーの子会社で,設立当初払込資本金 2.5万Sドル,

借入金約 1,500万Sドルであった ｡ しか し, 3年後には払込資本金はもとのままで,借入金は

すべて返済 し利益剰余金は 2,400万S ドルとなった｡ このような莫大な利潤が短期間にあげら

れるのは トランスファ- ･プライシソグを行な うことによって可能になったと考えざるを得な

い 0 19)

免税の恩典は外国企業誘致において重要度が低いとい う論者がいる.20)それが最も重要な要

因であるとは勿論いえないが,それを軽視してはならない｡世界的な生産の組織網の一拠点と

してシンガポール等発展途上国に子会社が設立される場合,免税の恩典を受け得るか否かは重

要な決定要因と考えられるのである｡

6.米国の企業進出は単独で行なわれることが多い｡ シンガポールにおいて米国企業が共同

出資 しているのほ2件のみで,他はすべて単独出資である.21) 日本の場合,単独出資のケース

もかな りあるが,共同出資のほ うが多い｡それではなぜこのようなパターンの相違が生 じたの

であろうか｡

一つの理由は日本における商社とメ-カーの関係である｡ 日本の企業の中では東京 ･大阪の

証券取引所で一部上場されているものの中でも,輸出は商社に依存 しているものがあ り,中小

企業の場合特にその傾向が強い｡このような関係にある場合には,商社とメーカーが共同して

出資することが多い｡22)ただ,商社の役割を過大評価 してはならないのであって,シソガポ-

ルの日系企業78社の中で商社が資本参加 しているのほ32社である｡ 他の理由としては, 日本の

企業がグル-プ化 してお り, メ-カ-が共同して出資するとい うことが挙げられる｡ これは海

18) 日本,英国,オラソダの場合,シンガポールと二重課税防止協定を結んでおり,米国企業のような問
題はない｡米国企業の海外利潤と法人税の問題についての詳細については､文献18)を参照｡

19) 会社全体として利潤がなければこの操作も意味がない｡また,これ以外に借入金の伸縮が株式資本と
比べて簡単なため,税上の恩典とは無関係に利益剰余金によって借入金を返済する戦略も考えられる｡

20) その一例としてほ文献13)の結論がある.
21) このことについては東南アジアへの米国企業進出全般についていえるようである｡詳しくは文献6)

参照｡
22) 全国8証券取引所 (1部,2部)に上場されていない30社がシソガポ-ルの製造業部門に投資してい

るが,商社と共同出資しているケースはそのうち11件にすぎない｡
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外活動の経験不足を互いに補足 しあ うとい うことよりも, リスクの分散および資金不足をカバ

ーするとい うことが主たる理由なのではなかろ うか｡ 中小企業の海外進出で商社が参加してい

ない場合, この傾向が特に顕著といえる｡ 米国企業の場合,海外に進出している企業の規模が

大きいとい うこと,海外活動の経験が豊富であるとい うこと,

と等に単独出資を多 くしている原因があるように思える｡

7.米国企業の場合,現地側との合弁が少ない｡表 4に示

されるごとく,67の米系企業の うち21社は合弁企業である｡

しか し,そのうち10社-の出資者は中国系米国人および東南

アジア在住の白系米国人であって,米国企業が合弁事業に資

本参加 しているのほ11件 しかない｡ しかもその うち6件は日

本 ･ヨーロッパ ･香港の企業 との合弁であって,現地側との

合弁は 5件にすぎないのである｡ これは日本の企業進出の場

令,合弁のケースが多 く,そのパー トナ-が現地企業および

現地人であることと対照的である｡ また,米国企業の場合,

少数株式参加が極めて少ない｡前述のごとく,共同出資のケ

系列化が未発達であるとい うこ

表4 米系企業の出資比率

10- 19

20- 29

30- 39

40- 49

50- 59

60- 69

70- 79

80- 89

90- 98

99- 100
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1

46

計 . 67

中 央 値 (%) i 100
ースが 2件あるが,この場合一社当 りの出資比率は50%未満 F

であっても米国側の出資を合計すればその比率は50%以上になる｡ 単独出資の場合,50%未満

のケースはない｡ 日本の企業の場合,少数株式参加のケ-スがかな りあるが,これはシンガポ

ールへの日本の企業進出の特徴として指摘できよう023)

8.米系企業の多 くは子会社である｡ 米国企業の海外進出は合弁形式を絶対に取 らないとい

うわけではないが, 日本企業 と比較 して 100%株式所有に固執する傾向があるとい うことは事

実のようである｡ しか し, 固執するか らといってそれが実現する とは 断定できないのであっ

て,必要であれば現地側パ- トナ-との合弁とい う形式を取ることも多い｡24)最近,発展途上

国は概 して合弁形式を取ることを外国企業に要求するが,シソガポ-ルも例外ではない｡それ

にもかかわ らず,米国側が 100%株式を所有 しているケースが多いのは,米国企業がシンガポ

ール政府との交渉において有利な立場に立ったとい うことに原因があると思われる｡

一つは米国投資のほとんどが輸出指向型のものであるとい うことである｡ 米国内での賃金上

昇のため,労働集約的工程を持つ企業は海外か らの競争に対処するため海外に進出する必要性

が高まった｡低賃金で労働生産性が比較的高い国で,かつ外国企業誘致に熱心な国が輸出指向

23) 米国企業が少数株主として資本参加することもある｡韓国の場合,71の米系企業のうち21社への米国
側の出資比率は50%未満である｡少数株式参加をする米国企業は比較的名前の知られていないもので,
輸入代替型の企業進出と考えられる｡ただ,日本と比較して,少数株式参加のケ-スは少ない｡日本の
場合40%強が少数株式参加である｡

24) フィリピンではL･L協定の下で米国企業は現地企業と同等の扱いを受けたので合弁の ケ-スは非常
に少ないが,注23)で述べたように韓国への米国企業進出には合弁が多い｡
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型の投資の対象 となるのであるが,その中で香港,韓国,台湾,シンガポール,メキシコが大

きな地位を占めている｡25' 輸入代替型の投資の場合,現地市場が目的であるので外国企業の姿

勢 も柔軟にならざるを得ない｡投資の必要性が生 じてくるのは相手国が関税 ･非関税障壁を設

けて輸入を制限 しようとするからであ-'て,投資が許可されない場合その市場を喪失するとい

う結果になる｡ 現地政府の要求する令弁形式をとる用意のある企業があれば,100%の株式所

有を要求する外国企業は現地政府 との交渉において極めて不利な立場に立たされるのであるo

Lか し,輸出指向型の投資の場合,製品は輸出されるのであって,特定の国にその拠点を作 ら

なければならない理由はな くなる｡ そのため,現地政府の交渉力は弱まり,外国企業の子会社

設立を許可せざるを得ないとい うことが多い｡

とはいっても,輸出指向型であ才Mf交渉力が絶対的なものになるとい うのではなく, ‖春の

場合のように, 輸出指向型投資であ りかつ 100%株式所有を欲 していたにもかかわ らず,合弁

形式をとったケースが何件もある｡26' そ こで,なぜ同じ輸出指向型の投資でも日米間で持株比

率の差が生 じたのかを考えなければならない｡

一つは米国の進出が早かったとい うことである｡ マレーシアとの分離後数年間,H本の企業

進出は極めて少ないが,1960年代の国内の経済状態は輸出指向型の投資をあまり必要としなか

った｡英国に対 してもシンガポール政府は熱心な勧誘を行なったのであるが,英国経済の停滞

と英国経済界の関心がEECに集中していたとい う事情で,英国か らの輸出指向型の投資は極

めて少なかった｡それに反 し,米国の投資は1968年頃か ら本格的になったのであるが, 当時英

軍の撤退によ})て深刻な影響を受けつつあった シンガポール経済に対 し米国は交渉の上で有利

な立場に立つことができたのである｡

そjt/か ら,シソガポ-ルが ベ トナム戦争か ら利益を得たとい うことも米国の交渉力を高める

原因になったのではなかろ うか. ベ トナム-の米国の経済援助は莫大な窮にのぼったのである

が,それは特定の国か らの輸入にのみ使用できた. シソガポ-ルはその特定国の中に入ってい

て,ベ トナム-の輸出の増大はこの援助によって可能になったといえるのである｡ また,ベ ト

ナムの米兵がシソガポ-ルに休暇に来て落とす外貨, あるいは米国艦船の寄港による経済的利

益等シソガポ-ルの得るところが大きか った｡ このような背景け下で米国の企業進出が始ま-)

たのであるが,米国のもたらす利益が シンガポール政府との交渉において米国企業の交渉力を

高めたのではないかとも考えられるのである｡27'

25) 文献22)参照｡

26) 1974年3月に,1970年以後設立された日系企業で日本側出資比率が45%以上100%未満の企業を対象
にアソケート調査を行なった｡回答率は80%であったが,それによると半数は100%の株式所有を欲し
たが,シンガポール政府の許可が得られないので合弁形式を取ったと答えた0

27) これは推論であって,その実証は極めて困難と思われる｡
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Ⅲ 利 潤 率

外資系企業はかな り高い利潤率をあげているとい うのが一般的な考え方であろう｡ そ うでな

ければ外国への直接投資の根拠がな くなる｡ 外国企業がシンガポールになぜ直接投資をするの

かを考える場合,間接投資との選択 と関連づけなければな らない｡経営に参加する理由は,そ

れによって利潤率が高まるか らなのである｡ とい うことは,資本が経営参加と結合する場合,

投資受け入れ国にない技術および経営 ･マーケテ ィングの ノウ･-ウが導入され,外資系企業

の利潤にはこれ ら-の見返 りが含まれているのである｡ 企業進出は極端な場合,現地の銀行か

らの借入金を資本として経営ができるのであるか ら, 資本の移転を伴わなくてもよい｡この場

令,利子支払後の利益はその企業が導入 した ノウ･-ウ-の見返 りとなる｡ 通常,企業進出の

場合株式取得のために資本が投下されるが, この場合の利潤率は現地における資本-の平均利

潤と,導入されるノウ ･-ウ- の見返 りが含 まれていると理解するのが最も妥当と思われる｡

従 って,民族系企業に比 し優れた ノウ･-ウを所有 している外資系企業の利潤率が高いことは

当然であろ う｡

しかし,上述 したことは平均的なことであって,企業進出に失敗する例もあることに注意を

払 う必要がある｡ 売上げが期待通 り伸びない, コス トが予想以上に高 くつ く,生産がなかなか

軌道に乗 らない,現地政府の政策が大きく変わったために経営が苦 しくなった等の理由で撤退

を余儀な くされたケースは稀ではない｡28)また,進出当初は赤字を出す企業が多 く,経営が順

調になるのに操業後 2年 くらいかかるのが平均的であるように思われる｡29)

海外事業の利潤を実証的に研究するにあたって問題になるのは現地の子会社あるいは合弁企

業の利潤率の信頼性である｡ ある外国企業にとってほ現地経営で赤字を出したとしても,その

存続によって企業が親会社を含めて全体として利益を上げ得ればよい｡現地企業が親会社ある

いは他国にある関連会社の犠牲になっている場合,決算書か ら現地企業の成功度を判断するの

は困難である｡ 親会社か らの原材料購入の場合,購入価格を吊り上げた り,また関連会社-製

品を販売する場合その価格を不当に低 くするとい うことは例外ではないといわれる｡ しか し,

だか らといって赤字を出している外資系企業, あるいは利潤率が低い外資系企業がすべて上述

の会計上の操作によって説明されるものではない｡表 5には創始産業の指定を受けている米系

企業の中で決算書が提出されたものの利潤率が示されている｡30) 3年以上操業 している場合は

28) 日本企業でシンガポール-の進出に失敗した例としては,丸善石油とトーメンが共同出資した石油精
製所のBPへの売却,大和-ウス工業,桃井製網,川崎製鉄,大東マッチ工業,ヤンマー等の引き揚げ
がある｡

29) 文献12)もこの点を指摘しているが,データの出所は明らかにされていない｡
30) 創始産業の指定を40の米系企業が受けているが,そのうち9社は操業を開始していないが,操業して

いても1年末満であるため決算書が会社登記局に提出されていなかった0
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最近3年の平均,操業開始以来

2年の場合は2年の平均, 1年

の場合はそのままの利潤率で,

その計算式の分母は利益剰余金

を含む自己資本金である｡

創始産業の指定を受けている

場合,法人税は免除されるので

あるから,親会社は利益をそこ

に集中するのが得策である｡ ト

ラソスファ- ･プライシングを

行なわないとしても,シンガポ

ールにある系列企業を犠牲にす

表5 創始産業の指定を受けている米系企業の利潤率
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ることは全体としての税負担を軽くすることにはならない(｡従って,創始産業の指定を受けた

米系企業が利潤を過大に計上することはあっても,その逆の可能性は小さいと思われる｡

この表から明らかなことは,操業年数が増加するに従って利潤率は上昇するが,最初の2年

間は半数以上の企業が赤字を出しているということである｡ 操業年数 1年の6社はすべて赤字

を出している｡

経験不足が 1-2年間しか操業していない企業の利潤率を悪 くしているが,他の要因として

最近労働者確保が困難になってきたとい う事情もある｡ 早 く進出した企業は良質な労働者を確

保しているが,出遅れた企業の場合それが困難で,また雇用者の離職率も高い｡従って,今赤

字を出している企業は2-3年 しても経営成績がよくなるとは断定できないのである｡

Ⅳ 香港 ･台湾 ･韓国への企業進出との関連性

表 6にはシソガポ-ル ･香港 ･台湾 ･韓国の工業製品 (国際貿易分類品目部番号5-8)の

対米輸出が示されている｡1969年にはシンガポールの対米輸出が2,500万USドルであったの

に対 し,香港74,000万USドル,韓国27,600万USドル,台湾33,200万USドルとシンガポー

ルの10-30倍の額を米国市場に輸出していた｡ ところが,その4年後の1973年にはシソガポ-

ルの占める地位はかなり高 くなった｡4年間に韓国の対米輸出が3.4倍,台港が5.0倍,香港が

1.8倍にとどまったのに対 し, シンガポールの対米輸出は15.6倍に増加した｡ 1973年でもシン

ガポールの対米輸出額は他の3カ国に比べてまだ少ないが,格差は1969年よりかなり小さくな

っている｡ これら3カ国における対米輸出と米国企業の進出は品目によってはかなり密接な関

係がある｡ しかし,全体として民族系企業の果たす役割も評価 してよいと思われる｡ それと比

較すると,シンガポールの民族系企業が対米輸出に果たす役割は小さい｡31'日系企業など他の

31) 文献11)参照｡
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外 資系企業 もシンガポールか ら米国市場に輸 出す るが, その大半は米系企業に担われてい る｡

シソガポ--ルの対米輸 出の増加は米国企業 の進 出に始 ま り, 投資 と貿易 との密接 な関係を ここ

に見 ることがで きる｡

輸 出指 向型の投 資の場合,投 資国へ製 品が輸 出 され るとは限 らない｡ 米国企業 の対 シソガポ

表6 台湾 ･韓国 ･香港 ･シンガポールの対米輸出 (1,000USドル)

r 台

SITC
分類

6,941I 9,516112,075

8

9

8

2

9

6

4

3

1

喜 1742･,≡;25i862･,………

7 ;99,80

8 :155,

計

65

84

72

1 83 1 90

401,07 3 !600･547日 26,007;30･613

11

583,叫 797,573.i159,803.225,590

540t

141,89
42,49

265,28

4i

;I

1973

6227 2,104
232,763:303.029

76,336弓171,790

1

::,'7221::!

77…三 日 喜;…器

22,248⊆25,335.; 10,856

1

9211::4121123…･,S::i2……謂 389;;…64:日 25.:;芸…

(729･3) 弓 9,90_3_Lli･__3_禦L1_6_,_8_96｣竺 _9?SL警,__909L 1_5,76ヲ

香 港
二二~ー~¶年

1

6 73,658:

7 147,401:

ll

計 740,084

11

729 59,327

(729･3) ;32･003

1

小 計 :417,796

資料 :Departmentof

797; 733 1,076

80,324
166,883

83,7781121･477
173.491;241,765

1,628

153,266

317,015

862,945

13,804
118,175

30,148

3,974

26,125

127…:635364弓2233;≡;53≒2……･,03882ll

､

40,918

5,846

34,325

23.681;31,168 47,886【8.4,913

ソ ガ ポ ー ル

4

5

8

3

5

5

5

2

2

8

5

8

464

31

2

9

3

2

7

7

2

1

1

3

6

2

5

8

1

1

869,8431902,6811,151,9441,334,854i 25,386

ll

7,073

74,1031三喜;;;…≒

13,272

273,547

2,268･3,9411 4,642

141,072:145,994

1

68･172;80･811

36,303!32,402
1線 33:,･986078.鳥 ;…!2…:3……

Commerce,U.S.GeneralImportsofMerchandise.

70,839i147,190

ll,913.32,199

262,541

48,131

51,734'101,885;186,357

1

43,688 83,053!148,867

89,314.190,322349,395

注 :SITC分頬番号は以下のごとくである｡ 5 (化学工業生産品),6 (原料品製品),7 (機械類および

輸送用機器類),8 (雑製品),65(織物用織経の糸,織物および繊維製品),84(衣類),72(電気機

器),724(通信機器,ラジオ用またはテレビジョン用の送受信機器および無線応用機器),729(その

他の電気機器),729.3(熱電子管,冷陰極管,光電管,半導体素子,光電池および圧電気結晶素子).
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-ル投資は本国-の製品の持ち帰 りを 目的とするところに一つの特徴があるが, 日本企業の場

合はいささかな異なっている｡ あるアンケー ト調査によると日系企業の生産量の40%は輸出さ

れるが,その内u本に輸出されるのは 1割にも満たない｡32) 日本国内U)賃金上昇やFlj切 り上げ

のた鋸 こ多 くの日本企業が過去2-3年間に海外に進出したが,国内苗場の防衛を目的とした

ものは台湾 ･韓国に集中 Lた｡33'文化的にも距離的にもかけ離れているシンガポール-の投資

は近隣諸国,欧州,米国-の輸出を目的としたものであ--つた｡

これ ら4カ国の対米輸出の特徴の一つは,工業製品の輸出が衣類と電気機器 (品目分翫番号

84と72)に集中 していることである｡1973年には台湾の2品目-の集中度は53%,韓国41%,

香港53%,シンガポール88%である｡ シンガポールと他の3カ国と比較すると,シソガポ-ル

では衣類の重要性が電気機器に比 して特に低い｡ シソガポ-ルの衣類の輸出額は他の3カ国と

比べて少ないが,ll-業製晶の中で占める比率は台湾 ･韓国と大 した差はないO シンガポールU)

対米輸出において繊維が小さく見える0)は電気機器の地位が他の3カ国に比 して特に高いか ら

である｡34)

シンガポールの電気機器の対米輸出は1969年頃か ら急速に伸び始めた｡1969年の時点では,

香港の輸出額が12,900万tTS ドル,台湾が9,300万USドル,韓国が2,500万USドルであった

のに対 し,シソガポールのそれは 800万US ドルにすぎなかった｡ しか し, シソガポ-ルの電

気機器の対米輸出は急速に伸び,1970年には韓国を追い越 し,197粥三には香港の輸出額に匹敵

するようにな り,台湾との格差 もかな り縮まった｡

シソガポ-ルの電気機器の対米輸出の一つの特徴はその他の電気機器 (晶 杵分類番号729)-

の集中である｡ この大半を占めているのほ電子部品,つまり熱電子管 ･冷陰極管 ･光電管 ･半

導体デバイス ･超小型電子回路 ･光電池および圧電気結晶素子 (品目分類番号729-3)である｡

部品の対米輸出では 4カ国中段も多いC.それに比べ,通信機器 ･ラジオJHまたはテレジジョン

用の送受信機器 ･無線応用機器 (品目分類番号 724)の比重が極めて小さい ｡ ラジオ ･テレビ

ジョン用の送受信機器は台湾の対米輸出で比重が大 きい｡

そ こで4カ国の電気機器の対米輸出の特徴を次のように要約することがで きる｡ 台湾の対米

輸出は完成品, シソガポ-ルは部晶が主である. 韓国の場合,シソガポ-ルほど特化 していな

いが部品の占める比重が高いO香港'/)場合,両者のバランスが保たれている()

電気機器の対米輸出と外資系企業 との間には密接な関係がある｡35'香港の1970年の電気機器

32) 日本大使館,日本商工会議所,日本貿易振興会が共同で1973年中頃に日系企業を対象にアンケ-卜調
査を行なった｡

33) 文献5)を参照｡
34) 衣類の輸出は香港および日本系企業が主力｡
35) 米国企業の海外での生産は関税法第807条の付加価値関税とも関係するが,それが主因ではない｡付

加価値関税の果たす役割については文献22)を参照｡
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の輸出の90%以上が外資系企業によって行なわれている｡36)香港における電気機器部門では米

系企業の比重が圧倒的に高いので,香港の対米輸出のほとんどが米系企業によって行なわれて

いると換言できよう｡ 韓国についても1972年約 3分の2の電気機器の輸出は米系企業によって

行なわれた｡37)台湾の場合,不明であるが,シソガポ-ルについては日系企業の生産が1973年

末までにはまだ軌道に乗っていなかったことと, 他の外資系企業の規模が 小 さい ことから,

1973年末までの電気機器の輸出は米系企業によって担われたといってもよかろう｡

電気機器部門での米国の企業進出は香港から始まった｡1961年に Ampexが子会社を設立 し

たのが最初で,翌年には Fairchild,Transworld,LockheedAircraftがそれに続いた｡それ

から1966年までには現在操業 している米国企業の主たるものは出そろった｡1960年頃には微々

たる存在であった電気機器産業は1960年代の末までには繊維 ･プラスチックについで第3番 目

に重要な部門に成長したのである｡ このような急速な成長を担ったのが米国企業の進出であっ

た ｡

1967年の前半まで急激に増加した米国の投資も,それ以後テンポが鈍化し,この2年ほどは

生産の伸びも極めて低いものになった｡香港政庁の自由放任政策は外国企業 の 活 動 を容易に

し,多くの労働者 ･技術者が英語を話すとい うことも香港のプラスの面であった｡ しかも,安

価で良質な労働者が多いことは米国企業の香港-の進出の決定要因として重要であったと思わ

れる｡

1967年夏,香港に暴動が起こり香港の将来性に暗い影を投げかけた｡暴動は10月にはおさま

ったが,香港の企業家の中にはそれを共産革命の前兆と考え海外脱出を図った者も多かった｡

特にこの頃,シンガポール政府は逃避資本を引きつけるために憲法を改正し,25万Sドル以上

を製造業部門に投資した者に永住権と5年後には市民権を付与することにしたが, これは1967

年の後半か らその翌年にかけて香港から投資が急増するのに大きな役割を果たした｡38)このよ

うな政治不安の下で,米国企業も香港以外での生産拡張を考え始めたのである｡

台湾 ･韓国-の米国企業の進出は両国の輸出指向型の工業化政策が本格化したことに関係す

る｡ 香港よりも低賃金であるにもかかわ らず,韓国 ･台湾-の進出が遅れたのは両国の外資政

策 ･イソフラス トラクチュアの整備に問題があったか らである｡ ところが,台湾の高雄に自由

貿易区が建設され,輸出指向型の指資に対 して手続きが簡素化された｡韓国も同じような政策

を施行しようとしたのであるが,米国企業にとって台湾ほど投資環境がよくなかったようであ

る ｡39)

米国の台湾進出は Generallnstrumentsの子会社設立に始まり,2年後にはTRWとAdmiral

36) 文献10)参照｡
37) 文献19)参照｡
38) 文献23)第 7茸を参照｡

39) 文献 7)を参照｡また,韓国における二,三の米系企業の経営者も同意見であった｡
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が進出を決定 した｡1970年までにほ RCA,TexasInstruments,Motorola,Ampex,Arvin

Industries,Bendix,CorningGlass,Zenith 等米国の電気機器部門における代表的企業が進

出していた｡1970年頃になると生産が軌道に乗った企業も増加 し, それか ら3年間にラジオ ･

テレビジョン用受信機の生産が急速に伸びたのである｡

米国企業は当初韓国に電子部晶の生産基地を作るのではないかと思われた｡1966年には Fair-

childの韓国進出が決定され,翌年 ControIDataと Motorolaの進出が決まった｡1969年の

段階ではまだ韓国の生産規模がシンガポールのそれよりも大 きかったのである｡ しか し,韓国

政府 との関係がスムーズに行かない場令が多 く,韓国からシソガポ-ルへと米国企業の関心が

移ったようである｡

シンガポール-の進出が始まった1968年の時点では香港の ほ うが 貸金は低かった040)しか

し, 2年後にはその地位が逆転 し,シンガポールが優位に立つようになった｡ しか し,韓国と

比べるとシンガポールの貸金のほ うが高かったのであるが, インフラス トラクチュアの整備,

輸送の便,政府 ･官庁の能率,英国文化の遺産等の面でシンガポールが優位に立っていたので

はないかと考えられる｡1968壬印こ始まった米国企業の進出は1972年末まで続 き,全部で25の米

系企業がこの部門で設立された｡ その多 くが電子部晶の生産を行なっているので あ るが, チ

日,台湾 ･韓国はもちろんのこと,香港よりも重要な部晶供給基地となっている｡

輸出指向型の米国の直接投資で最も菰要なものに石油会社の投資があるが, これはシンガポ

ールに集中している｡ 台湾にこの部門で米国企業が進出できなか-)たのは,石油精製が国営企

業でなければならないとい う制度的制約に基づいている｡ 韓国の場合,シンガポールと比べて

立地条件が思いとい うこともあろうが, 政治的な安定性とい う面 で も不利であったようであ

る｡ また,韓国政府の政策およびその実行能力に対 しての評価 も低かったように思わ れ る｡41)

香港の場合,シンガポールと競争できたと思われるが,香港政庁が優遇措置を何 ら講 じなかっ

たという所に問題があーつたのではなかろ うか｡ 中国との借地権の問題で香港が不利な立場に立

っていたようにも思われるが,石油精製を含む化学 コンビナー トを建設する計画が現在米国企

業の手で進められていることを考えると, 中国との問題は大きなマイナス要因ではなかったの

であろう｡ シンガポールは政権が安定 してお り,安全保障とい う点にも特に問題はな く,多額

の投資により適 した投資環境に恵まれていたといえよう｡ それに加えて,政府の熱心な勧誘と

米国企業への優遇措置および政府 ･官庁の能率を米国企業は高 く評価 したのではなかろ うか｡42)

40) シンガポール,香港,台湾,韓国の平均賃金の比較を香港の労働省が1970年までについて発表してい
る｡

41) 文献 7)を参照｡
42) She11がすでにシンガポールを7ジアの精製基地としていたことも米国の石油会社を誘致するのにプ

ラスの要因であったと思われる｡しかし,それではなぜ Shellがシンガポールを選んだかということが
問題になるが,それはシソガポ-ルの立地条件,政権の安定性,安全保障,政府の能率等前述したこと
が主たる要因であったと考えられる｡
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終わ りに, シンガポール ･香港 ･台湾 ･韓国-のri･米企業進出の特徴を まとめてみ よう0

1. コス トおよび生産性は大差がない場合, 非経折的要因が企業進出の重要な決定要因とな

るO表 7に 4カ国におけるll･米系企業数 と投資額が示されているが, 日本企業に と-)ての韓

国および台湾の重要性は距離的に近いとい うことだけでな く, 戦前 日本の植民地であったため

に 日本語の通 じるパー トナ-が得 られ易い とい う所にもある｡ それ とは対照的に,国としての

規模が小 さいにもかかわ らず, シソガポ-ル ･香港が米国企業にとってより重要な存在である

ことは英国文化が両国に浸透 しているとい うこととは無関係ではなかろ う｡

2.1970年に発表 された ｢周四条件｣は 日本の企業進出の流れを変えた｡ 粕 こ台湾-の大企

業の投資はそれ以後ほ とんど止ま-'たのであるが, それが米国企業の進出に与えた影響は小 さ

い｡日本の大企業にとってほ中国が市場として現在大-ん重要な存在であるか,将来そ うなる

可能性が強いのに対 して, 米国企業にとって中国市場の重要性が低いとい うことが ｢周 四 条

件｣への対応の相違を生んだと考え られる｡

以下の6点については シンガポールの米系企業だけでな く,程度の差はあるが他の3カ国の

米系企業についても妥当す る｡

表7 シンガポール･香港 ･台湾 ･韓国の製造業部門における日･米系企業

首r~~妄 1藻 ~~同庁 Iil嘉 &T E藻 ｢嘉 遠

企 業 数 787 8

9

9

019 19

6

44

7
1

6
0

1

平均投資街1)

算 術 平 均 0.716;1.513 0.818:1.119

中 央 値 0.288 0.690

1

二部門集中度3' 52 72

韓 国4'

日 本 i米 国

477 ; 173 ミ 519 i 71

146.1! 325.0!179.1… 122.11

注:1)単位は100万USドル

2) 香港の投資麓は固定資本に流動資本を合計したもの｡他の3カ国の場合は直接投

資算｡台湾 ･韓国は許可べ-ス,香港 ･シンガポールは実績｡なお,香港 ･シンガ

ポールの投資額は1USドル-5.65HKドル-2.45SドルでUSドルに換算した｡

台湾 ･韓国のデータはUSドル表示｡

3) 単位は%｡香港については不明,他の3カ国の詳細は次の通り｡米国投資の電気
機器への集中度はシンガポール14.8.%,台湾68%,韓国28%｡石油化学-の集中度

はシンガポール57.5%,台湾20%,韓国53%｡日本投資の電気機器-の集中度はシ

ソガポ-ル20%,台湾39%,韓国28､%｡船舶-の集中度はシソガポ-ル32%,化学

は台湾22%,繊維は韓国18%であぞ'oなお,米国の集中度は直接投資の集中度で,
第 ]節で述べた集中度よりも少し低い｡

4) 韓国の場合,個人投資は対象から除外されている｡

5) シソガポ-ルの調査時点は1973年中頃,韓国 ･台湾は1973年末,香港は1974年3

月末である｡

資料 :香港は CommerCeandlndustryDepartment,韓国は経済企画院,台湾は華僑及外

国人投資審議委員会のデータを用いた｡台湾 ･香港のデータは公表されているが,

韓国は未公表｡
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3.米国企業の場合,単独出資が圧倒的に多いのに対して, 日本企業の場合は共同出資のケ

-スが多い043)

4,米国投資の特定郡Pr卜 の集中度が高い (表7参照)｡ 米国投資の二つの重要部門 は 4カ

国いずれも電気機器と石油精製 ･石油化学であるが,日本の場合後者の重要性は低い｡ 国によ

って異なるが,繊維 ･船舶 ･一般化学がそれに代わる｡

5.米国の輸出指向型投資は日本のそれに先行 し,優位な立場で生産の拠点を作ることがで

きた ｡

6.米国の輸出指向型の投資が本国への製晶持ち帰 りを目的としたものが主で あ る の に対

し, 日本の輸出指向型の投資においてほ第三国市場がかなりの重要性を持つ｡

7.日系企業の平均規模は米系企業に比して小さい｡ これは日本の企業進出の中で中小企業

が占める地位が大きいことと関係しているものと思われる｡韓国の場育,中小企業の進出が特

に目立つ｡ 全国8証券取引所 (1郡, 2部)に上場されている企業が1973年春現在約 1,700社

あ-)たが,それ らをすべて中小企業の範臆から除外することには問題 が あるかもしれない｡W

しか し,非上場会社を中小企業と見なすと,韓国に1973年末現在資本参加していた約550社中,

約 100社が上場会社で残 りの会社は非上場である｡45)このように多 くの非上場会社の進出が,

日系企業の平均規模を小さくしている重要な一因と思われる｡

8.米系企業の中で子会社の占める比率が高い｡ シンガポールの場合,57社に対 し米国企業

が資本参加しているが,そのうち46社が子会社であった.16) しか し,台湾 ･韓国における子会

社の比率はシンガポールのそれよりも低い｡それは両国に輸入代替型の投資が行なわれている

ことと関連するように思 う｡ 台湾の場令,88社の米系企業について出資比率が判明 して い る

が,そのうち子会社は38社である｡韓国の場合,71の米系企業のうち子会社は21社である｡ こ

れらは日系企業における子会社の比率より高いが, シソガポ～ルのそれよりもかなり低い｡47)

米系企業のうちで合弁件数が台湾 ･韓国で多いのは小規模な投資が原因ではない｡韓国にお

いて大規模投資プロジェクトについて調査したが,合弁か子会社かは投資規模と関係がないこ

とが判明した｡300万tTS ドルの直接投資額を越えるものが8件あったが, そのうち7件 につ

いては米国側の持株比率5()%,他の1件が 100%であった｡ この1件は電子部品メ-カ-で,

他はすべて韓国市場を狙ったものであるか ら,米国企業の場合でも輸入代替型の投資であれば

43) 韓国については文献20)に出資企業名が掲載されており,実証される｡香港,台湾については文献4)

に掲載されている進出企業リストから同じことがいえるが,データ不完全なところがあり,また少し古
い｡なお,台湾については文献3)も参照のこと｡

44) 東洋経済新報社 『会社四季報』,昭和48年,第2集｡
45) 文献5)参照｡
46) 米系企業67社中,10枚に対してほ個人投資｡
47) 日系企業の出資比率については文献5)を参照｡韓国における米国企業の出資比率は文献20),台湾

については文献1)による｡
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合弁形態を取 ることが少な くない といえ よ う.48)
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